
※記事の問い合わせは　総務課82ー1221・企画財政課82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1226・保健衛生課82ー1777
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　　　            ６月の休日当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。

   受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所
を開設しますので、おでかけくださ
い。相談は無料で秘密厳守のうえ受
け付けています。�
日　時　６月１８日（月）
　　　　午後１時～３時まで
場　所　役場１階　中会議室
問合せ　社会福祉協議会　 82-1238
　　　　役場総務課　　　 82-1221

農地を農地以外に使用する場合には許可が必要です！

　３日　木下医院（内科・外科・小児科）　　　　小川町　　　　72-0375

１０日　松山クリニック（内科）　　　　　　　　東松山市　　　22-6955

１７日　上野医院（内科・外科）　　　　　　　　滑川町　　　　56-2508

２４日　シャローム病院（内科・外科）　　　　　東松山市　　　25-2979

　　～比企地域で働きたい若者を応援！！～
　　　　　　「比企に恋！来い！元気アップ 合同就職説明会」

　比企地域内の企業による、高校生を始めとする若者向けの合同就職説明会を
開催します。
日　時　６月１１日（月）
　　　　【受付】午後１時～４時【説明会】午後１時３０分～４時３０分
場　所　ウェスタ川越　1F多目的ホール
対　象　比企地域で就労を希望する高校生から35歳未満の方
参加企業数　約３５社
問合せ　比企地域元気アップ実行委員会
　　　　（担当　川島町政策推進課）  ０４９－２９９－１７５２
　　　　ハローワーク東松山　 ２２－０２４０

　「埼玉県内市町村職員採用合同説明会」を開催します
　彩の国さいたま人づくり広域連合では、より多くの方に市町村職員採用試験
等を受験してもらうことを目的に「埼玉県内市町村職員採用合同説明会」を開
催します。市町村ごとに設置するブースで、市町村の特色や仕事の内容、職員
の募集内容、勤務条件など、気になる市町村の人事担当者等から直接聞くこと
ができます。入場無料、予約不要、入退場自由となっておりますのでお気軽に
お立ち寄りください。
　なお、当村は、合同説明会においてブースを設置する予定です。
日　時　７月５日（木）午後１時～６時（入場は５時まで）
場　所　さいたまスーパーアリーナ（さいたま市中央区）
問合せ　彩の国さいたま人づくり広域連合　人材開発部　市町村職員担当
 　　　　　０４８－６６４－６６８１

関東総合通信局からのお知らせ
　６月１日から１０日は、「電波利用
環境保護周知啓発強化期間」です。
問合せ　　関東総合通信局
　○不法無線局による混信・妨害
　　 　０３－６２３８－１９３９
　○テレビ・ラジオの受信障害
　　 　０３－６２３８－１９４５
　○地上デジタルテレビ放送の受信相談
　　 　０３－６２３８－１９４４

　求人企業合同面接会
～県内企業多数参加予定です

採用担当者と直接話してみましょう～

日　時　６月１９日（火）午後1時～4時
　　　（受付：正午～午後３時３０分）
場　所　大宮ソニックシティビル
対　象　平成３１年３月大学・短大・
　　　　専門学校卒業見込みの方、
　　　　３年以内の既卒の方
その他　予約不要、入退場自由、求人企
　　　　業情報を来場者全員に配布履
　　　　歴書を複数枚お持ちください
　　　　（当日コピーもできます）
　　　　参加企業名は当協議会ウェブ
　　　　サイトに掲載
　　　　（６月上旬予定）
問合せ　埼玉県雇用対策協議会
　　　　　 ０４８－６４７－４１８５
【埼玉県雇用対策協議会ウェブサイト】
　http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/

労働保険料並びに一般拠出金の
申告・納付について
　平成３０年度の労働保険（労災保険
・雇用保険）年度更新および石綿健康
被害救済法の一般拠出金の申告・納付
は６月１日から７月１０日までです。
　申告書・納付書は５月末に発送予定
です。同封の記入例を参考に、期間中
お早めの手続きをお願いします。
問合せ　・コールセンター　 
　　　　　　０１２０－７００－２４４
（開設期間５月３１日～７月１２日）
　　　　・埼玉労働局労働保険徴収課
　　　　　   ０４８－６００－６２０３

　　　　　蚊を介する感染症の予防対策
　　～感染症流行地域へ渡航する場合には万全な対策を～

　これから蚊が発生する季節を迎えます。

　ウイルスなどの病原体に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺されることで、

さまざまな感染症にかかる恐れがあります。

　蚊が媒介する感染症にかからないためには、住民一人ひとりが、感染症の流

行地域で蚊に刺されない、住まいの周囲に蚊を増やさない対策をすることが重

要です。

○感染症流行地域では、蚊に刺されないようにしましょう。

・海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行状況を把握しましょう。もし

　蚊を媒介とする感染症の流行地域へ渡航される場合には、蚊に刺されないよ

　うに万全な対策をしましょう。

・屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、できるだけ肌を露出せず、虫よ

　け剤を使用するなど、蚊に刺されない対策をしましょう。

○住まいの周囲に、蚊を増やさないようにしましょう。

・蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き缶に溜まった雨水など、小さ

　な水たまりで発生するので、日頃から住まいの周囲の水たまりを無くすよう

　に心がけましょう。

※蚊の活動は概ね１０月下旬頃で終息します。これらの対策は１０月下旬頃ま

　でを目安に行いましょう。


